[bookmark: _Hlk218856473]「(仮)いわき市手話言語の普及及びコミュニケーション手段の利用の促進に
　　　　　　関する条例（案）」に対する市民意見募集(パブリックコメント)について

１　概要
本市では、障がい福祉施策の基本的方向性を定める「第５次市障がい者計画」等に基づき、全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に支え合い、地域で安心して共に暮らすことができる社会の実現に向けた取組みを推進しているところです。
昨今、障がい福祉施策を取り巻く社会情勢については、本年６月に手話施策推進法が施行、手話が、これを使用する方にとって日常生活・社会生活を営む上で、言語その他の重要な意思疎通のための手段であることが規定され、また、同年11月には、日本で初めて「デフリンピック」が盛大に開催されるなど、手話をはじめ、コミュニケーション手段の利用の重要性や障がいへの理解に対する注目が一層高まっているところです。
このような状況において、市では、今後ますます手話言語の普及に努め、障がいのある方の社会参加を促進し、コミュニケーション及び意思疎通体制の充実を図るため、今般、「（仮称）手話言語の普及及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」の制定に向けた検討を進めていることから、次のとおり、市民意見募集（パブリックコメント）を実施します。

２　公表期間
　　令和８年１月16日（金）から２月６日（金）　【22日間】　　　※　意見受付期間も同期間

３　公表場所
　　いわき市役所（１階　市民ホール　及び　２階　障がい福祉課）
　　各支所情報公開コーナー、市公式ホームページ

４　公表内容
　　(仮称)いわき市手話言語の普及及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

５　意見提出が可能な方
　　　次のいずれかに該当する方（法人その他団体を含む。）です。
　　　⑴　市内に住所を有する方
　　　⑵　市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
　　　⑶　市内の事務所又は事業所に勤務する方
　　　⑷　市内の学校に在学する方

６　意見の提出方法
任意の様式に意見・住所・氏名・電話番号を記入し、次のいずれかの方法により提出してください。なお、参考様式をホームページに掲載しますのでご利用ください。
[bookmark: _Hlk218856594]⑴　郵送又は直接持参：〒970-8686　いわき市平梅本21番地　障がい福祉課
⑵　ＦＡＸ　　　　　　　　　　　　　：0246-22-3183
[bookmark: _Hlk218856768]⑶　電子メール　　　　　　　　：shogaifukushi@city.iwaki.lg.jp　
· 匿名の場合には「意見」として取り扱いません。
· 口頭、電話などによる意見の受付は行いません。
· 意見提出者の個人情報等は公表することはありません。
· 「提出いただいた意見」及び「意見に対する考え方」については、取りまとめのうえ、市ホームページで公表します。
（事務担当）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障がい福祉課　　電話0246-22－7485
